
（株）北陸環境科学研究所 

第二号規制基準（気体排出口の流量または濃度規制） 
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（参考） 

第２号規制の方法は、特定悪臭物質の種頬ごとに次の式により流量を算出する方法とする。 
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第三号規制基準（排出水中の特定悪臭物質濃度規制） 

 

第３号規制の方法は、特定悪臭物質の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を計算する方法とす 

る。 

ＣＬｍ ＝ ｋ × Ｃｍ 

ＣＬｍ 排水中の濃度（㎎／リットル） 

 

ｋ  別表の第２欄に掲げる特定悪臭物質の種頬及び同表の第３欄に掲げる当該事業場から、敷地

外に排出される排出水の量ごとに同表の第４欄に掲げる値（㎎／リットル） 

Ｃｍ １号規制基準として定められた値（ppm） 

但し、メチルメルカプタンについては，算出した排出水中の濃度の値が，1 リットルにつき

0.002mg 未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は，当分の間，1 リットルにつき0.002

㎎とする。 

 

 

 


